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令和８年３月３日 

 

日本学生支援機構「令和８年度大学等給付奨学生採用候補者」のうち 

「自宅外通学」を選択する方へ 

 

 給付奨学金予約採用候補者のうち「自宅外通学」をする方は、原則、進学届を提出

した後、」自宅外通学に関する証明書類等を機構に提出します。審査が完了するまで

は、自宅通学月額が給付され、審査完了後、初回からの差額も含めて、自宅外通学月

額が給付されます。 

 初回振込時（４月２１日）から自宅外通学月額での給付を希望する場合は、自宅外

通学に関する証明書類等を先に提出してから、進学届を提出する必要があります。 

 この取扱いを希望する方は、下記のとおり、３月１３日(金)（必着）までに書類を

学院の総務担当に郵送してください。 

 

記 

１ 提出する書類 

（１）給付様式３５「自宅外通学申請届」 

   ※ 別添の様式に記入してください。 

（２）自宅外通学証明書類 

   ※ 自宅外月額による証明書類の調え方については、機構ＨＰを御覧ください。 

     ホーム＞奨学金・奨学金制度の種類と概要＞給付奨学金（返済不要） 

＞自宅外通学の取扱いについて 

     https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/zitakugai.html 

（３）「令和８年度大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】」の写し（コピー）  

   ※ 欄外に連絡先電話番号を必ず記入してください。 

 

２ 送付先 

   〒 ３６０－０１０５ 

  埼玉県熊谷市板井１６９６－５ 

  埼玉県立高等看護学院 総務担当 

  ※ 封筒に「自宅外通学申請届」在中と朱書きしてください。 

 

３ 問い合わせ先 

   担  当  総務担当 新里・初雁 

   電話番号  ０４８－５３６－１９１６  

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/zitakugai.html













